
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市制施行 30周年を迎えます 
 

令和３年 10月１日をもって、当市は市制施行 30周年を迎えます。 

市としての大きな節目であるこの年を市を挙げて祝い、このまちに生きる誇りとふるさと

「日高市」を築き、更なる飛躍に向けてあゆみ出すきっかけの年にするため、市制施行 30

周年記念事業を展開していきます。 

 

主な記念事業 

（１）市制施行時（平成３年 10月）に埋設したタイムカプセルの発掘 

（２）市制施行 30周年記念式典の開催 

（３）市制施行 30周年記念花火大会の開催 

（４）日高市祭囃子連合会による居囃子等の実施 

（５）市勢要覧の作成 

 

実施期間 

令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで 

 

記念事業への参加 

その他の市が行う事業や市民・団体等が行う事業で、市制施行 30 周年記念の趣旨に適う

ものについては、「市制施行 30周年記念」の冠を付して実施できるようにします。 

 

 

記 者 発 表 資 料 
令和３年２月 19日（金） 

日 高 市 

総合政策部 政策秘書課 企画調整担当 

℡042-989-2111 内線 2256 

担当者職・氏名 課長 国分 央 


